
　学習指導要領の総則には、従来から
「問題解決的な学習を重視する」こと
が示されてきました。問題解決的な学
習に対して、社会科、理科、総合的な
学習の時間などの授業課題として連想
するかもしれませんが、総則に示され
ていることは、すべての教科等の指導
に当たって求められている共通的な授
業課題であるということです。
　ここでは、問題解決的な学習をどの
ように展開するかという方法論ではな
く、そもそもどうして問題解決的な学
習が求められているのか。こうした学
習が目指していることは何かという目
的について考えてみます。
　授業のスタイルは大きく分けて、次
の二つのタイプがあります。ひとつは
教師主体の授業で、教師が子どもたち
に知識を伝達して身につけさせる授業
です。それに対していまひとつは、子
どもたちが自ら問題意識をもって自ら
知識を習得・獲得していく学習です。
それぞれによさがありますが、後者の
授業スタイルを問題解決的な学習と
言っています。
 　したがって、子どもたちが知識を獲
得する学習では、子どもの主体性が一
層重視されますから、こうした学習を

とおして自ら学ぶ主体的な学習態度が
養われます。
　学校教育法第３０条によると、「主
体的に学習に取り組む態度」は、子ど
もたちに身につける学力のひとつの要
素であるとされています。問題解決的
な学習は子どもたちの学力向上と直結
する授業スタイルだと言えます。

　問題解決的な学習は、教師の指導の
もとに、自ら問題や疑問をもって自ら
解決していく学習ですから、こうした
学習を繰り返し体験することをとおし
て、問題解決能力を育てることができ
ます。問題解決能力とは、具体的に言
えば、問題発見力、学習計画の作成力、
自立解決力、自己評価力などです。
　こうした具体的な能力は、教科等の
学習場面で求められ、発揮されるだけ
ではありません。日常の生活や社会に
おいて問題場面に遭遇したとき、それ
らを主体的に解決するときに必要とな
る能力です。
　また遭遇した問題だけでなく、自ら
問題を設定して解決することもありま
す。その象徴的な場面が生涯学習で
す。問題解決能力とは「生涯学習でき
る力」と言い換えることもできます。
私たちの人生は、毎日が問題解決の連

続ですから、問題解決能力は「生きる
力」としての性格や役割をもっている
と言えます。
　学校教育法には、習得した知識や技
能を「活用して課題を解決するために
必要な思考力、判断力、表現力その他
の能力」をはぐくむとあります。思考
力、判断力、表現力などの能力は問題
解決能力の中核です。これらの能力を
はぐくむことも目指しています。
　問題解決的な学習では、こうした重
要な役割をもつ問題解決能力を育てる
ことを目指しているのです。
　さらには、各教科等において問題解
決的な学習を展開するねらいは、主体
的な学習態度を養い、問題解決能力を
育むことだけではありません。言うま
でもなく、それぞれの教科等の目標や
内容をより効果的に学習させるためで
もあります。このことを忘れてしまう
と、その教科等の役割が十分果たせな
くなるおそれがあります。
　問題解決的な学習を展開するとき、
何を問題にするのか。それをどのよう
に解決させるのか。学習の対象や内容
を明確にしておくことが大切です。
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　平成２４年度の「全国学力・学習
状況調査」は４月１７日（火）に実施
され、その結果が８月８日に公表さ
れました。本年度は、前年度までの
悉皆調査ではなく、抽出率約３０％
の抽出調査と希望調査による方法
で実施されました。そのため、これま
での調査結果と比べられないなど、
特に市区町村レベルでの経年変化
が正確にとらえにくいという課題が
ありました。
　過日、文部科学省から平成２５年
度の実施方針が示されました。それ
によると、平成２３年度までと同様

に、小学校６年と中学校３年の全児
童生徒を対象に、全ての市区町村・
学校等で一斉に実施する予定だとし
ています。実施日は平成２５年４月
２４日（水）です。
　調査内容は、学力調査と学習状
況調査に加えて、経済的な面を含め
た家庭の状況と学力の状況の把握
や、少人数学級の国の教育施策の
検証・改善に資する調査が新たに実
施されます。これまでよりもよりきめ
の細かい調査が設計されています。
　これにより、子どもの学力や学習
の状況を把握するだけでなく、教育
施策の成果と課題を検証するととも
に、これからの子どもたちの教育指
導の改善をきめ細かく行うとしてい
ます。

　ここでは、本紙１面に記述した
「問題解決的な学習」について、そ
の進め方や実践上の課題など年間を
とおして考えていきます。学習指導
要領の総則には「各教科等の指導
に当たっては、（中略）問題解決的な
学習を重視する」と示されています。
「問題解決的な学習」は全ての教科
等における授業課題です。
　今月は「問題解決的な学習」の基
本形についてです。
　問題解決的な学習に定まった形
式はありません。しかし、学習の展開
過程を考えると、少なくとも次の三つ
の場面（段階）から構成されます。
　一つは、解決していくためのテー
マである問題や疑問をもつことです。
「問題をつくる」とか「問題設定」

などと言われています。「問題」が設
定されることは問題解決的な学習が
展開されるために前提となるもので
す。
　二つは、設定された問題を追究
することです。追究するとは、「調
べる」「確かめる」ことです。調査、
見学、実験、実習などの学習活動に
よって、問題を解決する活動が展開
されます。
　三つは、解決した結果をまとめる
ことです。ここでは予め設定された
問題について、調べたことや考えた
ことをまとめることになります。
　以上のことをまとめて表すと、「問
題をつくる」⇨「しらべる」⇨「まとめ
る」となります。問題解決的な学習
の基本的な学習過程です。
　次号から、各過程（場面）について
具体的に検討していきます。

　給食を食べている様子を観察
していると、箸を正しく持っ

ていない子どもが目立ちます。文字を
書かせるとき、鉛筆の持ち方が気にな
ります。箸や鉛筆を正しく持てない子
どもが年々増えているように思われま
す。このような子どもたちに正しい持
ち方を指導する必要があるのでしょう
か。また指導するとき、どのような方
法があるのでしょうか。

　子どもたちの箸や鉛筆の持ち
方が気になる のは、先生自身が

正しく持っている場合です。先生が正
しく持っていない場合には、それほど
気になりません。なお、ここでの持ち
方とは、右利き・左利きのことではあ
りません。左利きの場合、書写のハネ
や押さえが困難になることはあります
が、それ以外に問題はありません。
　箸を正しく持つと、下のほうの箸が
固定され、上のほうの箸を自由に動
かすことができます。小さな豆や米粒
もしっかりはさみ、つかむことができま
す。また鉛筆を正しく持つと、ハネや
押さえがしっかりし、力強い文字を書
くことができます。
　就学前に既に家庭などでは、箸や鉛
筆を持たせていますから、持ち方の指
導は基本的には家庭での問題でしょ
う。その意味で、当該の子どもの保護
者とも相談して、協力して指導に当た
ることが大切です。鉛筆などの持ち方
をよりよくしたいという意思が子ども
自身にあることが大切です。無理強い
することは避けなければなりません。
　箸や鉛筆の持ち方を矯正するための
器具も開発されていますので、利用し
てみるのもよいでしょう。
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